
薩摩川内市ではたらく人の未来を応援したい！

薩
摩
川
内
市
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
産
業
支
援
セ
ン
タ
ー
は
…

　

本
年
４
月
に
、
企
業
支
援
、
創
業
支
援
の

専
門
家
で
あ
る「
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
」を
配

置
し
、
総
合
的
な
支
援
を
行
う
ワ
ン
ス
ト
ッ

プ
相
談
窓
口
と
し
て
誕
生
し
ま
し
た
。

総
合
的
な
支
援
と
は
…

●
市
内
の
企
業
が
抱
え
る
課
題
へ
の
対
応

●
創
業
な
ど
新
た
な
事
業
展
開
へ
の
支
援

●
企
業
間
や
関
係
機
関
と
の
連
携　

他

こ
ん
な
不
安
や
悩
み
は
　
　
　
　

　
　
　
　
　
あ
り
ま
せ
ん
か
？

●�

売
上
を
伸
ば
し
た
い
け
れ
ど
、
何
か
ら
手

を
つ
け
れ
ば
い
い
か
分
か
ら
な
い
。

●
新
し
い
事
業
を
始
め
た
い
。

●
集
客
で
き
る
チ
ラ
シ
を
つ
く
り
た
い
。

●
事
業
を
誰
か
に
継
承
し
た
い
。

●
人
を
採
用
し
た
い
。

●
さ
ま
ざ
ま
な
業
種
と
マ
ッ
チ
ン
グ
し
た
い
。

●
資
金
調
達
で
困
っ
て
い
る
。

　

事
業
所
、
創
業
予
定
の
皆
さ
ん
の
悩
み
は

さ
ま
ざ
ま
で
す
。
同
セ
ン
タ
ー
で
は
、
そ
ん

な
個
々
の
悩
み
に
タ
イ
ム
リ
ー
に
対
応
し
、

相
談
→
提
案
→
連
携
→
解
決
の
サ
イ
ク
ル
で
、

一
緒
に
な
っ
て
、
次
の
ス
テ
ー
ジ
へ
ス
テ
ッ

プ
ア
ッ
プ
し
て
い
く
こ
と
を
目
指
し
ま
す
。

　

金
融
面
、
技
術
面
、
販
路
開
拓
支
援
な
ど
、

幅
広
い
ニ
ー
ズ
に
対
応
で
き
る
コ
ー
デ
ィ

ネ
ー
タ
ー
と
共
に
、
大
き
な
一
歩
を
踏
み
出

し
て
み
ま
せ
ん
か
。

⑴
相
談
・
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
ト
業
務

　

①�

市
内
事
業
者
お
よ
び
創
業
予
定
者
の
ワ

ン
ス
ト
ッ
プ
相
談
窓
口
運
営
と
課
題
解

決
方
法
の
提
案�

　

②�

新
事
業
の
創
出
を
促
進
す
る
た
め
の
総

合
的
な
支
援

　

③�

市
内
事
業
者
や
学
術
シ
ー
ズ（
技
術
や

ノ
ウ
ハ
ウ
）な
ど
の
情
報
把
握
と
人
的

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
構
築�

　

④�

市
内
事
業
者
間
の
マ
ッ
チ
ン
グ
、
情
報

交
換
、
共
同
研
究
な
ど
の
調
整�

　

⑤
市
内
事
業
者
の
訪
問

⑵
セ
ミ
ナ
ー
な
ど
の
企
画
・
開
催

　

①�

市
内
事
業
者
お
よ
び
創
業
予
定
者
向
け

セ
ミ
ナ
ー
、
交
流
会
の
企
画
・
開
催

　

②
セ
ミ
ナ
ー
、
講
習
会
の
広
報

⑶
業
務
管
理
・
広
報

　

①
産
業
振
興
情
報
の
収
集
お
よ
び
提
供�

　

②
情
報
機
関
紙
の
発
行

　

③�

関
係
機
関（
市
内
商
工
団
体
、
薩
摩
川

内
市
企
業
連
携
協
議
会
な
ど
）と
の

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
構
築

【
セ
ン
タ
ー
の
利
用
方
法
】

　

相
談
は
予
約
制
と
し
、
電
話
、
フ
ア
ク
ス

で
受
け
付
け
ま
す
。
業
種
は
問
い
ま
せ
ん
。

気
軽
に
相
談
く
だ
さ
い
。

市内で事業をされている方、これから何かを始めたいと思っている方。
新しい一歩を踏み出すとき、迷いや悩み、漠然とした不安はつきもの。
そんなあなたをサポートします！

【問合先】＝本庁商工政策課企業支援グループ　 （23）5111（内線4322）

川内郵便局

ココ

九州電力㈱
川内営業所

↑至 阿久根←至 市役所

至 いちき串木野↓

ホテル
ルートイン
薩摩川内

国
道
３
号南国殖産㈱

川内給油所 川内中央交番

至 川内駅→

3

【所在地】
〒 895-0027�西向田町 6 番
32 号サンビル本館１階
（41）3252
（41）3253
【開館日】
月曜日から土曜日
＊�休館日は、日曜日および

祝日、年末・年始（12 月
29 日から翌 1 月 3 日）

【開館時間】
8 時 30 分～ 17 時 15 分

●センターの概要

薩摩川内市
産業支援センター
薩摩川内市
産業支援センター

主
な
事
業

私たちがコーディネーターです

〈センター長〉

德
とくなが

永　春
はる

雄
お

〈副センター長〉

東
ひがしかわうち

川内　尚
なおふみ

文

相談
無料

サポート
無料

アフター
フォロー
無料

4月1日金にオープンしました!!相談予約を受付中！

空
き
家
改
修
支
援
事
業
補
助
金

　

空
き
家
の
改
修
に
係
る
費
用
の
一
部
を
、

次
の
と
お
り
補
助
し
ま
す
。
活
用
く
だ
さ
い
。

【
対
象
の
空
き
家
】＝
次
の
条
件
を
ど
ち
ら
も

満
た
す
市
内
に
所
在
す
る
住
宅

▼
３
年
以
上
継
続
し
て
居
住
者
が
い
な
い
。

▼�

建
築
後
10
年
以
上
が
経
過
し
て
い
る
。（
共

同
住
宅
お
よ
び
宅
地
建
物
取
引
業
者
が
管

理
す
る
借
家
住
宅
は
除
く
）

【
補
助
対
象
工
事
】＝
住
宅
の
機
能
の
向
上
の

た
め
に
行
う
改
修
工
事

【
申
請
期
間
】＝
随
時

【
申
請
場
所
】＝
本
庁
企
画
政
策
課
ま
た
は
各

支
所
地
域
振
興
課
地
域
振
興
グ
ル
ー
プ

【
注
意
事
項
】＝

▼�

補
助
金
の
交
付
は
、
同
一
住
宅
に
つ
い
て

一
回
限
り
で
す
。

▼�

申
請
は
、
必
ず
改
修
工
事
の「
着
手
前
」に

行
っ
て
く
だ
さ
い
。

▼�

申
請
件
数
が
多
い
場
合
は
、
予
算
の
範
囲

内
で
交
付
し
ま
す
。

＊�

制
度
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、
市
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
上
で
も
確
認
で
き
ま
す
。

空
き
家
情
報
登
録
制
度
　
　
　
　

　
　
　
　
　「
空
き
家
バ
ン
ク
」

　

市
内
の
空
き
家
を
有
効
利
用
し
て
地
域
活

性
化
を
図
る
た
め
、
本
市
に
移
住
を
検
討
し

て
い
る
利
用
希
望
者
に
対
し
て
、
売
却
ま
た

は
賃
貸
を
希
望
す
る
所
有
者
な
ど
か
ら
、
申

し
込
み
を
受
け
た
空
き
家
情
報
の
提
供
を

行
っ
て
い
ま
す
。

【
登
録
で
き
る
空
き
家
】＝
次
の
条
件
を
い
ず

れ
も
満
た
す
市
内
の
住
宅（
そ
の
敷
地
を
含

む
）

▼
個
人
の
居
住
用
の
住
宅

▼�

現
在
誰
も
住
ん
で
い
な
い
、
ま
た
は
、
近

い
将
来
住
ま
な
く
な
る
住
宅

【
利
用
で
き
る
方
】＝
定
住
目
的
で
市
内
に
転

入
し
よ
う
と
す
る
方
、
ま
た
は
、
定
期
的
に

滞
在
し
、
経
済
・
教
育
・
文
化
・
芸
術
活
動

な
ど
に
よ
り
、
地
域
活
性
化
に
寄
与
し
よ
う

と
す
る
方

＊�

詳
細
は
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
上（
よ
か
ま
ち

き
や
ん
せ
倶
楽
部
）に
記
載
さ
れ
て
い
ま
す
。

【
注
意
事
項
】＝

▼�

空
き
家
の
所
有
者
と
利
用
希
望
者
間
の
仲

介
業
務（
具
体
的
な
交
渉
・
契
約
）は
、
本

市
と
協
定
を
結
ん
で
い
る
鹿
児
島
県
宅
地

建
物
取
引
業
協
会
に
加
盟
す
る
業
者
が
行

い
ま
す
。

＊�

制
度
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、
市
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
上
で
も
確
認
で
き
ま
す
。

空
き
家
利
用
希
望
者

薩摩川内市役所

鹿児島県宅地建物取引業協会
（加盟業者）

利用登録
空き家登録

情報提供 協定
［市ホームページ上］

空
き
家
所
有
者

仲介（交渉・契約）

空
き
家
改
修
支
援
事
業
補
助
金
・

空
き
家
情
報
登
録
制
度「
空
き
家
バ
ン
ク
」

空
き
家
を
有
効
利
用
し
、
豊
か
な
地
域
づ
く
り
を

【
申
請
・
問
合
先
】＝
本
庁
企
画
政
策
課
企
画
総
務
グ
ル
ー
プ　

（
23
）５
１
１
１（
内
線
４
８
２
２
）

対 象 者 地区コミュニティ協議会
・自治会など

個　　人
（市内に１年以上住んでいる方）

改修目的 地域課題を解消する目的で、空き
家を賃借し、改修するもの

居住目的で、空き家の所有者また
は貸借人が改修するもの

補 助 率 工事費の４分の３ 工事費の３分の１

補 助 金
上 限 額 ３００万円 ４０万円

補助条件 改修後５年以上利用すること 改修後３年以上居住すること

【空き家バンクイメージ図】
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